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(57)【要約】
【課題】従来の情報センター装置に相当する装置を備え
ることなく、迅速にシステムの構築が可能な緊急情報配
信技術を提供する。
【解決手段】他の無線端末とともにモバイルアドホック
ネットワークを形成するための機能を備えた無線端末に
おいて、前記モバイルアドホックネットワークのルーテ
ィングプロトコルに基づいて、他の無線端末からブロー
ドキャストされた緊急情報を含むメッセージを受信する
緊急情報受信手段と、前記ルーティングプロトコルに基
づいて、緊急情報を含むメッセージを他の無線端末にブ
ロードキャストする緊急情報送信手段と、前記緊急情報
受信手段により受信したメッセージに含まれる緊急情報
を出力する出力処理手段と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の無線端末とともにモバイルアドホックネットワークを形成するための機能を備えた
無線端末であって、
　前記モバイルアドホックネットワークのルーティングプロトコルに基づいて、他の無線
端末からブロードキャストされた緊急情報を含むメッセージを受信する緊急情報受信手段
と、
　前記ルーティングプロトコルに基づいて、緊急情報を含むメッセージを他の無線端末に
ブロードキャストする緊急情報送信手段と、
　前記緊急情報受信手段により受信したメッセージに含まれる緊急情報を出力する出力処
理手段と、
　を備えたことを特徴とする無線端末。
【請求項２】
　前記ルーティングプロトコルプロトコルは、ＯＬＳＲプロトコルであり、前記メッセー
ジは、緊急情報が付加されたＴＣメッセージである
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線端末。
【請求項３】
　前記無線端末は、ネットワークを介して接続される入力端末に緊急情報入力画面を表示
し、当該入力端末から緊急情報を受信する緊急情報入力処理手段を更に備え、
　前記緊急情報送信手段は、前記入力端末から受信した緊急情報を含むメッセージをブロ
ードキャストする
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の無線端末。
【請求項４】
　前記緊急情報は、緊急情報の記述形式情報を含み、前記出力処理手段は、当該記述形式
情報に従って、前記緊急情報を出力するための処理を行う
　ことを特徴とする請求項１ないし３のうちいずれか１項に記載の無線端末。
【請求項５】
　前記出力処理手段は、前記緊急情報を、音声、画像、及びテキストのいずれかで、又は
これらのうちの２つ又は３つを組み合わせた情報として出力する
　ことを特徴とする請求項１ないし４のうちいずれか１項に記載の無線端末。
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちいずれか１項に記載の無線端末を複数備えたことを特徴とする
緊急情報配信システム。
【請求項７】
　コンピュータを備える無線端末を、
　モバイルアドホックネットワークのルーティングプロトコルに基づいて、他の無線端末
からブロードキャストされた緊急情報を含むメッセージを受信する緊急情報受信手段、
　前記ルーティングプロトコルに基づいて、緊急情報を含むメッセージを他の無線端末に
ブロードキャストする緊急情報送信手段、
　前記緊急情報受信手段により受信したメッセージに含まれる緊急情報を出力する出力処
理手段、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項８】
　前記ルーティングプロトコルプロトコルは、ＯＬＳＲプロトコルであり、前記メッセー
ジは、緊急情報が付加されたＴＣメッセージである
　ことを特徴とする請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記プログラムは、前記無線端末を、ネットワークを介して接続される入力端末に緊急
情報入力画面を表示し、当該入力端末から緊急情報を受信する緊急情報入力処理手段とし
て更に機能させ、
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　前記緊急情報送信手段は、前記入力端末から受信した緊急情報を含むメッセージをブロ
ードキャストする
　ことを特徴とする請求項７又は８に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記緊急情報は、緊急情報の記述形式情報を含み、前記出力処理手段は、当該記述形式
情報に従って、前記緊急情報を出力するための処理を行う
　ことを特徴とする請求項７ないし９のうちいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記出力処理手段は、前記緊急情報を、音声、画像、及びテキストのいずれかで、又は
これらのうちの２つ又は３つを組み合わせた情報として出力する
　ことを特徴とする請求項７ないし１０のうちいずれか１項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、津波警報や地震警報等の緊急情報を伝達するための技術に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、津波警報や地震警報等の緊急情報を伝達するための技術がある。例えば、１
つの情報センター装置と複数の端末とをネットワーク接続し、情報センター装置から各端
末に緊急情報を配信する技術がある。端末が情報センター装置から情報を取得する方法と
しては、例えば、端末から情報センター装置に定期的にアクセスして情報を取得する方法
や、情報センター装置からマルチキャストで各端末に情報を配信する方法等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１４８８３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術では、例えば緊急時に情報センター装置が機能停止した場合
に緊急情報を配信できなくなるという問題がある。また、従来の技術では、端末と情報セ
ンター装置間の回線の設定や、マルチキャストを使用する場合における設定登録作業等の
事前のシステム構築に大きな手間と時間がかかり、緊急情報を配信できるシステムを迅速
に構築できないという問題もある。
【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、従来の情報センター装置に相当する装
置を備えることなく、迅速にシステムの構築が可能な緊急情報配信技術を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明は、他の無線端末とともにモバイルアドホックネ
ットワークを形成するための機能を備えた無線端末であって、前記モバイルアドホックネ
ットワークのルーティングプロトコルに基づいて、他の無線端末からブロードキャストさ
れた緊急情報を含むメッセージを受信する緊急情報受信手段と、前記ルーティングプロト
コルに基づいて、緊急情報を含むメッセージを他の無線端末にブロードキャストする緊急
情報送信手段と、前記緊急情報受信手段により受信したメッセージに含まれる緊急情報を
出力する出力処理手段と、を備えたことを特徴とする無線端末として構成される。
【０００７】
　例えば、前記ルーティングプロトコルプロトコルは、ＯＬＳＲプロトコルであり、前記
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メッセージは、緊急情報が付加されたＴＣメッセージである。
【０００８】
　また、前記無線端末は、ネットワークを介して接続される入力端末に緊急情報入力画面
を表示し、当該入力端末から緊急情報を受信する緊急情報入力処理手段を更に備え、前記
緊急情報送信手段は、前記入力端末から受信した緊急情報を含むメッセージをブロードキ
ャストするように構成してもよい。
【０００９】
　例えば、前記緊急情報は、緊急情報の記述形式情報を含み、前記出力処理手段は、当該
記述形式情報に従って、前記緊急情報を出力するための処理を行う。
【００１０】
　また、前記出力処理手段は、前記緊急情報を、音声、画像、及びテキストのいずれかで
、又はこれらのうちの２つ又は３つを組み合わせた情報として出力するように構成しても
よい。
【００１１】
　また、本発明は、上述した無線端末を複数備えたことを特徴とする緊急情報配信システ
ムとして構成することもできる。また、本発明は、コンピュータを備える無線端末を、上
述した無線端末の各手段として機能させるためのプログラムとして構成することもできる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、従来の情報センター装置に相当する装置を備えることなく、迅速にシ
ステムの構築が可能な緊急情報配信技術を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係る緊急情報配信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る無線端末１０の機能構成図である。
【図３】パケットのフォーマット例を示す図である。
【図４】緊急情報メッセージの構成例を示す図である。
【図５】入力端末２０に表示される画面の一例を示す図である。
【図６】無線端末１０の動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形
態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけ
ではない。
【００１５】
　また、以下で説明するように、本実施の形態では、緊急情報が付加されたメッセージを
配信するためのプロトコルとして、モバイルアドホックネットワークのルーティングプロ
トコルであるＯＬＳＲ（Optimized Link State Routing）プロトコルを利用することを前
提とするが、これは一例であり、本発明は、ＯＬＳＲに限らず他のプロトコルを用いても
実施可能である。
（システム構成）
　図１に、本発明の実施の形態に係る緊急情報配信システムの全体構成図を示す。図１に
示すように、本実施の形態に係る緊急情報配信システムは、複数の無線端末を含み、各無
線端末は、少なくとも１つの他の無線端末と無線通信可能な距離（つまり、電波が届く距
離）に設置されている。
【００１６】
　これら複数の無線端末により、マルチホップで互いに通信を行うことが可能なモバイル
アドホックネットワークが構成されている。モバイルアドホックネットワークの技術では
、制御局等を介することなく、無線端末のみでパケット通信ネットワーク（モバイルアド
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ホックネットワーク）が構築される。これを実現するために、パケットのルーティングテ
ーブルを各無線端末が自律的に構築することが必要であるが、本実施の形態では、そのた
めのプロトコルとしてＯＬＳＲ（Optimized Link State Routing）プロトコル（ＲＦＣ３
６２６）を用いている。
【００１７】
　ＯＬＳＲプロトコルは、モバイルアドホックネットワークにおける各種のルーティング
プロトコルの中で、実際のユーザ通信を行う前にルーティング経路が確定されるプロアク
ティブ型のルーティングプロトコルである。ルーティングテーブルは定期的に更新される
ので、新たな無線端末がネットワーク内に入ってきたり、ある無線端末が機能停止したり
したときなどでも、常に最新のルーティングテーブルが各無線端末において保持される。
【００１８】
　ＯＬＳＲプロトコルにおいては、Ｈｅｌｌｏメッセージの送受信により各無線端末は隣
接無線端末やリンクに関する情報を得る。そして、ＴＣ（Ｔｏｐｏｌｏｇｙ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ)メッセージのフラッディングにより、各無線端末は全体のトポロジー情報を得て、
当該トポロジー情報からルーティングテーブルを作成し、保持する。
【００１９】
　ＯＬＳＲプロトコルでは、フラッディングの際のパケット送信の無駄を省くために、パ
ケットの再送を最小限に抑えるように、フラッディングを行う無線端末（ノード）を制限
している。フラッディングを行う無線端末はＭＰＲ（multipoint relay）と呼ばれる。各
無線端末は、ＯＬＳＲプロトコルに従って、隣接する無線端末のうちどの無線端末をＭＰ
Ｒとするかを決める。ＴＣメッセージはＭＰＲのみが生成する。また、あるＭＰＲから送
信されたＴＣメッセージは、他のＭＰＲを経由して、モバイルアドホックネットワーク内
の全ての無線端末に伝達される。
【００２０】
　本実施の形態では、ＴＣメッセージに緊急情報を含めることにより、各無線端末に緊急
情報の配信を行うこととしている。
【００２１】
　また、図１に示す構成では、無線端末１０に入力端末２０がネットワークを介して接続
されている。入力端末２０は、例えば、スマートフォンやタブレット等の携帯端末、ＰＣ
等である。また、無線端末１０と入力端末２０を接続するネットワークは特に限定されず
、例えば無線LAN、近距離無線通信、モバイルアドホックネットワーク、インターネット
等である。本実施の形態では、入力端末２０から無線端末１０に緊急情報を入力し、無線
端末１０から緊急情報が各無線端末に配信される。なお、緊急情報を入力する無線端末１
０は特定のものに限られるわけではなく、基本的にどの無線端末から緊急情報を入力する
こととしてもよい。ただし、本実施の形態では、緊急情報を入力する無線端末１０は、Ｔ
Ｃメッセージのブロードキャストを行うために、ＭＰＲとして選定される無線端末である
ことを想定している。そのため、例えば、緊急情報を入力する無線端末１０については、
ＭＰＲとして選ばれる選ばれやすさを示す値であるＷｉｌｌｉｎｇｎｅｓｓの値を最高値
に設定しておく。
【００２２】
　図２に、本実施の形態における無線端末１０の機能構成図を示す。図１に示すネットワ
ークを構成する無線端末はどれも無線端末１０と同様の機能構成を備える。
【００２３】
　図２に示すように、本実施の形態における無線端末１０は、無線通信機能部１１、ルー
ティングプロトコル機能部１２、緊急情報取得処理部１３、緊急情報入力処理部１４、緊
急情報出力部１５、トポロジー情報格納部１６、緊急情報格納部１７、メディア情報格納
部１８を備える。なお、図２に示す構成は、本発明に特に関係する機能部を示すものであ
り、無線端末１０は、図示する機能の他にも、他の無線端末とともにＯＬＳＲプロトコル
に基づくモバイルアドホックネットワークを構築し、パケット通信を行うことを可能とす
る既存の機能を含むものである。
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【００２４】
　無線通信機能部１１は、無線ＬＡＮの規格（IEEE 802.11シリーズ等）に基づき電波を
送受信することにより他の無線端末と無線通信を行う機能部である。また、無線通信機能
部１１は、ＯＬＳＲプロトコルに基づき生成されたルーティングテーブルに基づいてパケ
ット通信を行う機能や、無線端末１０に無線接続されるPCや各種端末に対するアクセスポ
イント（AP)として機能して、パケット通信を行う機能も備えている。
【００２５】
　ルーティングプロトコル機能部１２は、ＯＬＳＲプロトコルに基づき、隣接ノード情報
の収集、トポロジー情報のフラッディング、ルーティングテーブルの生成などを行う機能
部である。ただし、本実施の形態では、基本的なＯＬＳＲプロトコルを実行する機能に加
えて、緊急情報を伝達するための機能を含む。
【００２６】
　図２には、当該緊急情報を伝達するための機能に関係する機能部として、トポロジー情
報送信部１２１、トポロジー情報受信部１２２が示されている。トポロジー情報送信部１
２１は、ＴＣメッセージの生成及び送信（ブロードキャスト）、及び、受信したＴＣメッ
セージの再送信（ブロードキャスト）等を行う機能をその基本機能として有する。更に、
トポロジー情報送信部１２１は、無線端末１０に緊急情報が入力された場合に、緊急情報
を含むメッセージをＴＣメッセージに付加し、緊急情報を含むＴＣメッセージをブロード
キャストする機能を有する。また、緊急情報を含むＴＣメッセージをトポロジー情報受信
部１２２にて受信した場合は、トポロジー情報送信部１２１は当該緊急情報を含むＴＣメ
ッセージを再送信する。ただし、再送信は、ＯＬＳＲプロトコルに従って、ＭＰＲとして
選定されている無線端末のみが行う。トポロジー情報送信部１２１は、緊急情報を含むメ
ッセージを送信するので、緊急情報送信手段と呼ぶことができる。
【００２７】
　トポロジー情報受信部１２１は、ＴＣメッセージを受信して、ＴＣメッセージに含まれ
るトポロジー情報をトポロジー情報格納部１６に格納するとともに、再送を行う場合に、
再送のためにＴＣメッセージをトポロジー情報送信部１２１に渡す機能をその基本機能と
して有する。なお、本実施の形態において、ある機能部から他の機能部に情報を渡すとは
、渡す側の機能部が情報をメモリ等の記憶手段に格納し、渡される側がその情報を読み出
す処理を含むものである。
【００２８】
　更に、トポロジー情報受信部１２２は、ＴＣメッセージに緊急情報メッセージが付加さ
れている場合、当該緊急情報メッセージを緊急情報格納部１７に格納する。あるいは、後
述する緊急情報メッセージの種別が「削除」である場合、該当する緊急情報メッセージを
削除する機能等を備える。トポロジー情報受信部１２２は、緊急情報を含むメッセージを
受信するので、緊急情報受信手段と呼ぶことができる。
【００２９】
　ここで、本実施の形態で使用する、緊急情報メッセージがＴＣメッセージに付加された
パケットのフォーマット例を図３（ａ）、図３（ｂ）に示す。図３（ａ）の例の場合、Ｔ
Ｃメッセージは、パケットヘッダ、ＴＣメッセージ（メッセージヘッダ、メッセージ）、
及び緊急情報メッセージ（メッセージヘッダ、メッセージ）を含む。つまり、図３（ａ）
の例は、メッセージヘッダとメッセージからなる緊急情報メッセージが、通常のＴＣメッ
セージに付加された形である。
【００３０】
　パケットヘッダは、ＯＬＳＲにおけるパケットが共通に有するヘッダである。ＴＣメッ
セージにおけるメッセージヘッダ、及びメッセージは、通常のＴＣメッセージにおけるメ
ッセージヘッダ及びメッセージと同じでよい。当該メッセージヘッダには、ＴＣメッセー
ジであることを示すメッセージタイプが含まれる。また、メッセージには、他の無線端末
に伝達するトポロジー情報（自ノードをＭＰＲに選定したノードのリストを含む）が記述
される。
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【００３１】
　緊急情報メッセージにおけるメッセージヘッダには、緊急情報メッセージであることを
示す、予め定めたメッセージタイプが含まれる。本実施の形態では、各無線端末は緊急情
報メッセージを示すメッセージタイプを認識可能であるものとする。メッセージタイプ以
外の各項目の情報は、例えば「メッセージサイズ」、「メッセージシーケンス番号」を除
いて、ＴＣメッセージのメッセージヘッダと同じとしてよい。もしくは、ダミーの情報を
入れておき、各無線端末は、メッセージタイプ以外のメッセージヘッダの情報を参照しな
いこととしてもよい。なお、緊急情報メッセージにおけるメッセージヘッダの情報として
何を入れるかは種々の実装が可能であり、特定のものに限定されるわけではない。
【００３２】
　緊急情報メッセージにおけるメッセージには、緊急情報（以下では、これを緊急情報メ
ッセージと呼ぶ）が含まれる。
【００３３】
　図３（ｂ）の場合、ＴＣメッセージにおける「メッセージ」の部分に（つまり、トポロ
ジー情報に続いて）、緊急情報メッセージが入れられる。この場合、例えば、「メッセー
ジ」内のトポロジー情報の後で緊急情報メッセージの前に、緊急情報メッセージが含まれ
ていることを示す識別情報（上記のメッセージタイプに相当）を入れる。これにより、各
無線端末は、ＴＣメッセージに緊急情報メッセージが含まれていることを容易に識別でき
る。
【００３４】
　図４に、緊急情報メッセージの構成例を示す。図４に示すように、緊急情報メッセージ
は、緊急情報識別情報、種別、有効期限、緊急情報記述形式、緊急情報を含む。緊急情報
識別情報は、緊急情報メッセージを一意に識別するための識別情報である。例えば、緊急
情報識別情報が同じ緊急情報メッセージ間における「有効期限」、「緊急情報記述方法」
、及び「緊急情報」は同一である。なお、図３（ａ）の場合において、メッセージヘッダ
部分のメッセージシーケンス番号等にて緊急情報メッセージを一意に識別可能である場合
、緊急情報識別情報を含めなくてもよい。
「種別」は、"新規"か"削除"であり、"新規"の種別の緊急情報メッセージを受信した無線
端末１０は、当該緊急情報メッセージを緊急情報格納部１７に格納するとともに、緊急情
報の出力を行う。"削除"の種別の緊急情報メッセージを受信した無線端末１０は、緊急情
報格納部１７に残っている当該緊急情報メッセージを削除する。また、"削除"の種別の緊
急情報メッセージを受信するまで緊急情報の出力を続け、"削除"の種別の緊急情報メッセ
ージを受信したら、当該緊急情報メッセージに係る緊急情報の出力を終了するといった制
御を行ってもよい。"削除"の種別の緊急情報メッセージを受信するしないにかかわらず、
一定時間だけ出力を行うこととしてもよい。
【００３５】
　なお、種別に関わらず、ＯＬＳＲに基づき、自身がＭＰＲとして選択されているのであ
れば、緊急情報メッセージを含むＴＣメッセージの再送（ブロードキャスト）が行われる
。
【００３６】
　有効期限は、新規の緊急情報メッセージの有効期限である。緊急情報格納部１７に格納
された緊急情報メッセージは、有効期限が到来すると削除される。なお、有効期限が到来
するまで緊急情報の出力を続け、有効期限が到来したら、当該緊急情報メッセージに係る
緊急情報の出力を終了するといった制御を行ってもよい。
【００３７】
　また、無線端末１０が、ＴＣメッセージのフラッディングの過程等において、新規の同
じ緊急情報メッセージを受信した場合、既に格納した緊急情報メッセージに上書きして、
最後に受信した緊急情報メッセージを有効期限まで保持することとしてよい。
【００３８】
　緊急情報記述形式は、一例として、「ＲＦＣ２０４６」、「ＲＦＣ３９８６」、「ＴＥ
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ＸＴ」のいずれかが記述される。「ＲＦＣ２０４６」の場合、緊急情報にはＭＩＭＥタイ
プを含み、無線端末１０の緊急情報取得処理部１３は、ＭＩＭＥタイプに従って緊急情報
の取得処理を行う。「ＲＦＣ２０４６」の場合、緊急情報にはＵＲＩを含み、無線端末１
０の緊急情報取得処理部１３は、ＵＲＩにアクセスして緊急情報の取得処理を行う。「Ｔ
ＥＸＴ」の場合、テキストで緊急情報が記述される。この場合、一例として、緊急情報取
得処理部１３は、テキストを音声に変換する。なお、これらは一例に過ぎない。
【００３９】
　図２に戻り、緊急情報取得処理部１３は、緊急情報メッセージの内容に従って、出力用
の緊急情報（例えば、音声データ、画像データ）を、所定の格納部やネットワーク上のサ
ーバ等から取得し、取得した緊急情報を緊急情報出力部１５に渡す機能部である。緊急情
報出力部１５は、緊急情報取得処理部１３から受け取った緊急情報を出力する機能部であ
る。例えば、緊急情報出力部１５は、緊急情報取得処理部１３から音声データを受け取り
、音声として緊急情報を出力するスピーカーの機能を有する。緊急情報取得処理部１３及
び緊急情報出力部１５により、緊急情報を、音声、画像、及びテキストのいずれかで、又
はこれらのうちの２つ又は３つを組み合わせた情報として出力することができる。
【００４０】
　緊急情報入力処理部１４は、無線端末１０に接続される入力端末２０から緊急情報メッ
セージの入力を受け、当該緊急情報メッセージとしてトポロジー情報送信部１２１に渡す
機能部である。また、入力端末２０から受けた緊急情報メッセージを緊急情報格納部１７
に格納する。
【００４１】
　トポロジー情報格納部１６は、各ＭＰＲからブロードキャストされるＴＣメッセージに
より取得されるネットワーク全体のトポロジー情報を格納する格納部であり、このトポロ
ジー情報に基づいて、ルーティングテーブルが生成され、メモリ等の記憶手段に格納され
る。緊急情報格納部１７は、緊急情報メッセージを格納する。メディア情報格納部１８は
、例えば、緊急情報メッセージに記述される緊急情報に対応するメディア情報（例えば音
声データ、画像データ）を格納する格納部である。メディア情報格納部１８に格納される
メディア情報は、予め格納されるものである。例えば、テキストで記述された緊急情報を
音声で出力できる。
【００４２】
　前述したように、本実施の形態では、緊急情報が入力される無線端末は、必ずＭＰＲに
選定されるように設定されるものとするが、これに代えて、各無線端末は、ＭＰＲとして
選定されているか否かにかかわらず、入力端末２０から緊急情報を受けたときには、緊急
情報を含むＴＣメッセージをブロードキャストする機能を備えてもよい。
【００４３】
　無線端末１０は、ハードウェアとしてはCPU、メモリ、入出力部等からなるコンピュー
タの構成、及び無線通信用の回路等を少なくとも含む。本実施の形態に係る無線端末１０
におけるルーティングプロトコル機能部１２、緊急情報取得処理部１３、緊急情報入力処
理部１４、緊急情報出力部１５、トポロジー情報格納部１６、緊急情報格納部１７、メデ
ィア情報格納部１８は、上記コンピュータに、本実施の形態で説明する処理内容を記述し
たプログラムを実行させることにより実現可能である。すなわち、各部が有する機能は、
上記コンピュータにおけるＣＰＵやメモリなどのハードウェア資源を用いて、各部で実施
される処理に対応するプログラムを実行することによって実現することが可能である。ま
た、上記プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体（可搬メモリ等）に記録
して、保存したり、配布したりすることが可能である。また、上記プログラムをインター
ネットや電子メールなど、ネットワークを通して提供することも可能である。
【００４４】
　（無線端末の動作）
　次に、無線端末１０の動作について説明する。以下の説明において、Ｈｅｌｌｏメッセ
ージの送受信はＯＬＳＲプロトコルに基づき行われており、Ｈｅｌｌｏメッセージの送受
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信により得られるＭＰＲ集合、ＭＰＲセレクタ集合等は各無線端末が保持しているものと
する。また、以下の例では、入力端末２０から緊急情報メッセージが入力される無線端末
１０はＭＰＲとして選択されているものとする。また、ＴＣメッセージに緊急情報メッセ
ージが付加されている場合でも、全体をＴＣメッセージと呼ぶ。
【００４５】
　まず、入力端末２０から無線端末１０に緊急情報メッセージが入力される。この場合、
最初に、ユーザＩＤとパスワード等によりユーザ認証を行った後に入力端末２０から入力
を行えるようにする。
【００４６】
　図５に、緊急情報メッセージを入力する際に、入力端末２０に表示される画面の一例を
示す。この画面は、無線端末１０における緊急情報入力処理部１４により、例えばＨＴＭ
Ｌデータとして提供されるものである。
【００４７】
　図５に示すように、この画面から、種別、有効期限、記述形式、メッセージ（緊急情報
）が入力され、「登録」を選択することにより、無線端末に緊急情報メッセージが入力さ
れる。緊急情報識別情報は自動的に付加することとしてよい。なお、「削除」を入力する
場合には、既に入力した「新規」の緊急情報メッセージを表示、選択し、選択された緊急
情報メッセージに対して「削除」を指定できるようにしてもよい。以下、削除の場合は、
このような形で緊急情報メッセージが選択されたことを想定している。
【００４８】
　ここでは、新規の緊急情報メッセージが入力されたとする。緊急情報メッセージは、緊
急情報入力処理部１４から緊急情報格納部１７に格納されるとともに、出力処理が行われ
る。また、緊急情報メッセージはトポロジー情報送信部１２１に渡される。
【００４９】
　トポロジー情報送信部１２１は、ＴＣメッセージ送信のタイミングにおいて、入力され
た緊急情報メッセージを付加したＴＣメッセージをブロードキャストする。もちろん、ト
ポロジー情報送信部１２１は、緊急情報メッセージが入力されていない場合は、通常のＴ
Ｃメッセージのブロードキャストを定期的（例えば２秒間隔）に行っている。
【００５０】
　以下では、ある無線端末（便宜上、無線端末１０とする)が、ＭＰＲである他の無線端
末からブロードキャストされたＴＣメッセージを受信する場合を想定して、無線端末１０
の動作を図６のフローチャートを参照して説明する。
【００５１】
　ステップ１）無線端末１０のトポロジー情報受信部１２２がＴＣメッセージを受信する
。
【００５２】
　ステップ２）無線端末１０のルーティングプロトコル機能部１２は、自無線端末１０が
ＭＰＲか否かを判断し、ＭＰＲであれば、受信したＴＣメッセージをトポロジー情報送信
部１２１から再送信（ブロードキャスト）する。ＭＰＲでなければ再送信を行わない。
【００５３】
　ステップ３）トポロジー情報受信部１２２は、ＴＣメッセージに緊急情報メッセージが
付加されているか否かを判定する。この判定は、ＴＣメッセージに緊急情報メッセージを
示す識別情報（メッセージタイプ）があるかどうかで行うことができる。緊急情報メッセ
ージが付加されている場合はステップ４に進む。付加されていない場合はステップ４以降
の処理は行われない。
【００５４】
　ステップ４）緊急情報メッセージが含まれている場合、トポロジー情報受信部１２２は
、トポロジー情報をトポロジー情報格納部１６に格納するとともに、緊急情報メッセージ
の種別が新規であることを確認して、当該緊急情報メッセージを緊急情報格納部１７に格
納する。また、トポロジー情報受信部１２２は、新規の緊急情報メッセージを受信したこ
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とを緊急情報取得処理部１３に通知する。もしくは、通知するのでなく、緊急情報取得処
理部１３が定期的に緊急情報格納部１７にアクセスして、新規の緊急情報メッセージがあ
るかどうかをチェックすることにより、新規の緊急情報メッセージを受けたことを把握す
ることとしてもよい。
【００５５】
　ステップ５）緊急情報取得処理部１３は、緊急情報メッセージの有効期限を確認し、緊
急情報メッセージが有効期限内かどうかを確認する。有効期限内であればステップ６に進
み、有効期限に達していれば、緊急情報メッセージを緊急情報格納部１７から削除して、
当該緊急情報メッセージに係る出力処理等の処理を終了する。
【００５６】
　ステップ６）緊急情報取得処理部１３は、緊急情報メッセージから、「緊急情報記述形
式」と「緊急情報」を取得し、「緊急情報記述形式」に従って、「緊急情報」についての
処理を行う。「緊急情報記述形式」が"ＲＦＣ２０４６"である場合、例えば「緊急情報」
に記述されたＭＩＭＥタイプに対応するアプリケーションを用いて、「緊急情報」に記述
されたファイル名に対応するファイル（例えばメディア情報格納部１８に格納されている
）を処理し、処理されたデータを緊急情報出力部１５に出力する。
【００５７】
　「緊急情報記述形式」が"ＲＦＣ３９８６"である場合、「緊急情報」に記述されたＵＲ
Ｉに対応するデータを、例えば無線通信機能部１１を介して構築されているアドホックネ
ットワーク等を経由して取得し、緊急情報出力部１５に出力する。
【００５８】
　「緊急情報記述形式」が"ＴＥＸＴ"である場合、例えば、「緊急情報」に記述されたテ
キストに対応する音声データ（定型音声でもよいし、テキスト読み上げでもよい）を、メ
ディア情報格納部１８から取得し、緊急情報出力部１５に出力する。また、「緊急情報記
述形式」が"ＴＥＸＴ"である場合、「緊急情報」に記述されたファイル名に対応するファ
イルを読み出して緊急情報出力部１５に出力することとしてもよい。
【００５９】
　ステップ７）緊急情報出力部１５は、緊急情報取得処理部１３から受け取ったデータを
出力する。
【００６０】
　本実施の形態では、以下で説明するように"削除"種別の緊急情報メッセージを受信しな
い限り、有効期限に達するまで、ステップ５～７の処理が繰り返される。すなわち、"削
除"種別の緊急情報メッセージを受信しない限り、有効期限に達するまで緊急情報が継続
的に出力される。このとき、ネットワークを介して取得した緊急情報については、再度の
取得を行わなくてもよく、ローカルに保持した緊急情報を出力すればよい。このような制
御に変えて、最初の新規の緊急情報メッセージを受信してから、予め定めた時間だけ出力
処理を継続し、予め定めた時間が経過した時点で出力処理を終了させる制御を行ってもよ
い。
【００６１】
　入力端末２０から、過去に入力された新規の緊急情報メッセージに対する"削除"種別の
緊急情報メッセージが入力された場合、"削除"種別の緊急情報メッセージを受けた無線端
末１０の緊急情報入力処理部１４は、当該緊急情報メッセージに対応する"新規"種別の緊
急情報メッセージが緊急情報格納部１７に存在する場合にそれを削除して、緊急情報出力
処理を終了するとともに、"削除"種別の緊急情報メッセージ（緊急情報識別情報は"新規"
のものと同じとする）をＴＣメッセージに付加してブロードキャストする。
【００６２】
　ＴＣメッセージを受信する無線端末では、それがＭＰＲであればＴＣメッセージの再送
信を行う。また、ＭＰＲか否かに関わらず、無線端末において、ＴＣメッセージに付加さ
れた緊急情報メッセージの種別が"削除"であることを確認すると、当該緊急情報メッセー
ジに対応する"新規"種別の緊急情報メッセージが緊急情報格納部１７に存在する場合にそ
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れを削除して、緊急情報出力処理を終了する。
【００６３】
　（実施の形態の効果等）
　本実施の形態に係る無線端末を緊急情報配信用に導入することにより、従来の情報セン
ター装置に相当する装置を備えることなく、迅速にシステムの構築が可能な緊急情報配信
システムを構築できる。すなわち、本実施の形態に係る技術によれば、事前の登録や設定
等の作業が不要であり、基本的に無線端末を設置し電源を入れるだけで、当該無線端末を
緊急情報配信及び出力用の端末として機能させることができる。
【００６４】
　また、本実施の形態に係る技術によれば、緊急情報配信システム（モバイルアドホック
ネットワーク）を構成している複数の無線端末の中に機能しなくなった無線端末が発生し
たとしても、ルーティングプロトコルにより他の全ての無線端末は緊急情報を受信し出力
することができる。
【００６５】
　本発明は、上記の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲内において、種々
変更・応用が可能である。
【符号の説明】
【００６６】
１０　無線端末
１１　無線通信機能部
１２　ルーティングプロトコル機能部
１３　緊急情報取得処理部
１４　緊急情報入力処理部
１５　緊急情報出力部
１６　トポロジー情報格納部
１７　緊急情報格納部
１８　メディア情報格納部
１２１　トポロジー情報送信部
１２２　トポロジー情報受信部
２０　入力端末
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